
１３）倫理委員会 

委 員 長：上村 哲司 

委 員：東  隆一、五石 圭一、副島 一孝、田中 克己、四ッ柳高敏 

力丸 英明 

外 部 委 員：大磯義一郎、北河 隆之、松村 由美 

開催年月日：適宜 e-mail 委員会 

主 な 議 題： 

１．専門医認定審査における不正行為に対する指針について 

２．専門医試験の受験者による NCD 登録データの書き換え（改竄）及び上長の処罰に 

ついて 

３．形成外科領域専門医取得後に、該当者の専門医試験における提出書類の不正が発 

覚した案件について 

活動の概要： 

上述の案件に対して、議題ごとにメール委員会を開催した。 

１．専門医認定審査における不正行為に対する指針（細則）を作成し、理事会へ提出

した。 

２．本案件は、専門医認定審査における不正行為に該当すると判断した。 

上長の処罰に関して、責任者ならびに代理責任者へ文章での厳重注意処分と指導 

を行うことで良いとし、理事会へ提出した。 

３．専門医生涯教育細則 第 23 条２（３）（４）および 3により、理事会で審議され、

社員総会の承認を経て、専門医資格の取り消しに該当すると判断し、理事会へ提

出した。 

細則 

１．専門医認定審査において、提出書類における虚偽の記載や審査過程における不正 

行為が発覚した場合には、専門医受験資格を停止とする。 

２．第 1 号の専門医試験の受験資格の停止期間については理事会で決定する。 

３．専門医取得後に専門医認定審査に関わる不正行為が発覚した場合には、理事会で 

審議され、社員総会の承認を経て、専門医資格の取り消しとする。 

４．第 1,2,3 号の決定に対し、異議がある者は結果を通知した消印日から 14 日以内

に文書で専門医認定委員会に対し異議申し立てをすることができる。 

１３-ⅰ）遺伝性疾患関連ワーキンググループ 

委 員 長：野口 昌彦 

委 員：上田 晃一、小林 眞司、田中 克己、楊井  哲 

外 部 委 員：髙木紀美代 

活動の概要： 

１）日本医学会「遺伝子・健康・社会」検討委員会より提出された「良質かつ適切な

ゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画

的な推進に関する法律」に関する提言内容に対する関連学会からの意見依頼につ

きメール会議を施行し、意見をまとめ提出した。 


